
債権管理回収業に関する特別措置法施行令 
平成11年 1月27日 政令 第14号

債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 
平成20年10月29日 政令 第330号

改正前 改正後
- 本則-
施行日：平成20年11月 1日
（その他特定金銭債権）
第三条 法第二条第一項第二十二号に規定する政令
で定めるものは、次に掲げる債権とする。
一 法第二条第一項第一号に掲げる者がその有す
る貸付債権の債務者に対して有する金銭債権
（貸付債権を除く。次号において同じ。）で
あって、当該貸付債権に係る担保権により担
保されているもの
二 法第二条第一項第一号に掲げる者がその有し
ていた貸付債権の債務者に対して有していた
金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保
権により担保されていたもののうち、同号に
掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡さ
れたもの
三 法第二条第一項第一号に掲げる者が不動産を
販売した場合において、二月以上の期間にわ
たり、かつ、三回以上に分割してその代金を
受領する旨の定めのある売買契約に基づい
て、同号に掲げる者が購入者に対して有する
金銭債権
四 年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十
六年法律第百五号）附則第十四条第二号の規
定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び
業務の承継等に関する法律（平成十二年法律
第二十号）第十二条第二項第二号イ又は同法
附則第三条第一号の規定による廃止前の年金
福祉事業団法（昭和三十六年法律第百八十
号）第十七条第一項第三号イの規定により、
年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三
条第一項の規定による解散前の年金資金運用
基金又は同法附則第十四条第二号の規定によ
る廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の
承継等に関する法律第一条第一項の規定によ
る解散前の年金福祉事業団から資金の貸付け
を受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対
する当該資金による住宅資金の貸付けに基づ
いて当該被保険者に対して有し、又は有して
いた貸付債権
五 法第二条第一項第一号に掲げる貸付債権の債
権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保
するためその債務者を被保険者として締結し
た保険契約に基づく保険料について当該債務
者に対して有し、又は有していた金銭債権
六 法第二条第一項第四号から第七号の二までに
掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因

（その他特定金銭債権）
第三条 法第二条第一項第二十二号に規定する政令
で定めるものは、次に掲げる債権とする。
一 法第二条第一項第一号に掲げる者がその有す
る貸付債権の債務者に対して有する金銭債権
（貸付債権を除く。次号において同じ。）で
あって、当該貸付債権に係る担保権により担
保されているもの
二 法第二条第一項第一号に掲げる者がその有し
ていた貸付債権の債務者に対して有していた
金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保
権により担保されていたもののうち、同号に
掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡さ
れたもの
三 法第二条第一項第一号に掲げる者が不動産を
販売した場合において、二月以上の期間にわ
たり、かつ、三回以上に分割してその代金を
受領する旨の定めのある売買契約に基づい
て、同号に掲げる者が購入者に対して有する
金銭債権
四 年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十
六年法律第百五号）附則第十四条第二号の規
定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び
業務の承継等に関する法律（平成十二年法律
第二十号）第十二条第二項第二号イ又は同法
附則第三条第一号の規定による廃止前の年金
福祉事業団法（昭和三十六年法律第百八十
号）第十七条第一項第三号イの規定により、
年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三
条第一項の規定による解散前の年金資金運用
基金又は同法附則第十四条第二号の規定によ
る廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の
承継等に関する法律第一条第一項の規定によ
る解散前の年金福祉事業団から資金の貸付け
を受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対
する当該資金による住宅資金の貸付けに基づ
いて当該被保険者に対して有し、又は有して
いた貸付債権
五 法第二条第一項第一号に掲げる貸付債権の債
権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保
するためその債務者を被保険者として締結し
た保険契約に基づく保険料について当該債務
者に対して有し、又は有していた金銭債権
六 法第二条第一項第四号から第七号の二までに
掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因
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である契約の付随的な約定に基づいてその債
務者に対して有し、又は有していたその他の
金銭債権
七 民事再生法（平成十一年法律第二百二十五
号）附則第二条の規定による廃止前の和議法
（大正十一年法律第七十二号）に規定する和
議開始の決定を受けた者（当該和議開始の決
定に係る和議手続が終了している者を除
く。）が有する金銭債権
八 前号に規定する和議開始の決定を受けた者が
譲渡した金銭債権
◆追加◆
九 法第二条第一項各号に掲げる金銭債権の債務
者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の
回収に係る費用の償還請求権
十 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約
に基づく債権
十一 信用保証協会又は第二条各号に掲げる者が
前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合
に取得する求償権
十二 前号に掲げる者が法第二条第一項第二十一
号又は前号に規定する債務に係る保証委託契
約に基づいて有し、又は有していた保証料に
係る債権
十三 法第二条第一項第二十一号若しくは 第十一
号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担
保する保証契約に基づく債権
十四 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改
正する法律（平成十四年法律第百三十四号）
附則第三条第一項の規定により独立行政法人
情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る
貸付債権

である契約の付随的な約定に基づいてその債
務者に対して有し、又は有していたその他の
金銭債権
七 民事再生法（平成十一年法律第二百二十五
号）附則第二条の規定による廃止前の和議法
（大正十一年法律第七十二号）に規定する和
議開始の決定を受けた者（当該和議開始の決
定に係る和議手続が終了している者を除
く。）が有する金銭債権
八 前号に規定する和議開始の決定を受けた者が
譲渡した金銭債権
九 一般社団法人又は一般財団法人であって、都
道府県からその費用に充てるための資金の提
供を受け、当該都道府県に代わって高等学校
等（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六
号）第一条に規定する高等学校、中等教育学
校（同法第六十六条に規定する後期課程に限
る。）及び特別支援学校（同法第七十六条第
二項に規定する高等部に限る。）並びに同法
第百二十四条に規定する専修学校（同法第百
二十五条第一項に規定する高等課程に限
る。）をいう。以下この号において同じ。）
の生徒に対する無利息で行う学資としての資
金の貸付け（当該資金の貸付けの条件を当該
都道府県が定めるもの又は承認するものに限
る。）に係る事業を行う法人として文部科学
大臣が指定したものが当該事業として高等学
校等の生徒に対して行った学資としての資金
の貸付けに基づく貸付債権であって、当該法
人が有するもの
十 法第二条第一項各号に掲げる金銭債権の債務
者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の
回収に係る費用の償還請求権
十一 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契
約に基づく債権
十二 信用保証協会又は第二条各号に掲げる者が
前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合
に取得する求償権
十三 前号に掲げる者が法第二条第一項第二十一
号又は前号に規定する債務に係る保証委託契
約に基づいて有し、又は有していた保証料に
係る債権
十四 法第二条第一項第二十一号若しくは 第十二
号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担
保する保証契約に基づく債権
十五 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改
正する法律（平成十四年法律第百三十四号）
附則第三条第一項の規定により独立行政法人
情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る
貸付債権

- 改正法･附則・題名- ～ 平成20年10月29日 政令 第330号～
施行日：平成20年11月 1日
◆追加◆ 附 則（平成二〇・一〇・二九政三三〇）
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- 改正法･附則- ～ 平成20年10月29日 政令 第330号～
施行日：平成20年11月 1日
◆追加◆ （施行期日）

１ この政令は、平成二十年十一月一日から施行す
る。
（経過措置）
２ この政令の施行の日から一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十
八号）の施行の日（平成二十年十二月一日）の
前日までの間におけるこの政令による改正後の
債権管理回収業に関する特別措置法施行令第三
条第九号の規定の適用については、同号中「一
般社団法人又は一般財団法人」とあるのは、
「民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十
四条の規定により設立された法人」とする。
３ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適
用については、なお従前の例による。

3


	ローカルディスク
	債権管理回収業に関する特別措置法施行令




